
旅券（パスポート）・査証（ビザ）について
●日本国籍でルックJTBツアーにご参加される方を対象として情報をご案内します。
　日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国及び渡航先国の大使館・入国管理事務所へお問い合わせくだい。
●旅券（パスポート）について、下記別表の期間まで有効な旅券（パスポート）が必要です。また、航空機の乗り継ぎ経路によっては
　目的地以外の国の必要旅券（パスポート）残存期間を要求されることがあるため、残存期間に十分余裕ある旅券（パスポート）を
　ご用意頂くことをおすすめします。
●査証（ビザ）について、渡航先の入国制限により、観光査証発給や日本との相互査証措置等が一時停止となっている国があります。
　再開時期など詳細に関しましては、各国大使館ホームページ等にて最新の情報をご確認ください。

【アメリカ・カナダ・中南米方面】
●査証免除対象国籍の旅行者が無査証で米国に渡航（入国および乗り継ぎ）する場合、渡航72時間前までにインターネットを通じて査証免除可否の
　チェックを受けるシステム（電子渡航認証システム「ESTA」）での申請が義務付けられています（有料/21USドル）。
　申請はhttp://esta.cbp.dhs.gov/より行います。認証が拒否された場合は、査証の取得をしない限り航空機への搭乗や入国ができなくなるため、早めに
　お手続きください。また、認証拒否ならびに査証未取得に伴う旅行取消については、当社所定の取消料をいただきます。なお、ESTAでの認証は
　米国入国承認ではないため、入国時の入国審査は従来通り行われています。情報は2024年11月1日現在となり、予告なく変更となる場合が
　ありますので、必ず最新情報をご確認ください。
●査証免除対象国籍の旅行者が無査証でカナダに渡航（空路にて入国および乗り継ぎ）する場合、Electronic Travel Atuhorization（eTA）の取得が
　義務付けられています（有料/7カナダドル）。インターネットを通じて登録可能です。
　申請は https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html より行います。
　情報は2024年11月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。
●セキュア・フライト・プログラムについて、米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化のため、お客様のパスポート記載の氏名、生年月日、
　性別、レドレスナンバー（該当者のみ）を航空会社へ報告する必要があります。情報が入力されないと航空券の発券ができず、また情報に誤りが
　あると搭乗に支障をきたしますので、お申し込み時に販売店へ正確な情報提供をお願いいたします（2024年11月1日現在）。


